
墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （結核・精神医療給付金） 

第１２条 〔略〕 

２ 精神医療給付金は、被保険者が障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）

第５８条の規定による負担において医療

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行令（平成１８年

政令第１０号。以下「障害者総合支援法施

行令」という。）第１条の２第３号に規定

する精神通院医療に限る。）に関する給付

を受ける場合であって、障害者総合支援法

施行令第３５条第１項第３号又は第４号に

該当する者である場合に支給する。 

３ 〔略〕 

４ 結核・精神医療給付金の支給額は、次の

各号に定めるものとする。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 精神医療給付金の支給額は、第２項に

規定する場合における自己の負担の額に

相当する額とする。ただし、障害者総合

支援法施行令第３５条第１項第３号又は

第４号に規定する額を限度とする。 

５・６ 〔略〕 

 （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料

率） 

第１５条の４ 一般被保険者に係る基礎賦課

額の保険料率は、次のとおりとする。 

 ⑴ 所得割 １００分の６．０２（一般被

保険者に係る基礎賦課総額の１００分の

５６に相当する額を一般被保険者に係る

賦課期日の属する年の前年の所得に係る

基礎控除後の総所得金額等の見込額（政

令第２９条の７第２項第４号ただし書に

規定する場合にあっては、国民健康保険

法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３

号。以下「省令」という。）第３２条の

９に規定する方法により補正された後の

金額）の総額で除して得た数） 

 ⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき

３万６００円（一般被保険者に係る基礎

 〔同左〕 

第１２条 〔略〕 

２ 精神医療給付金は、被保険者が障害者自

立支援法（平成１７年法律第１２３号）第

５８条の規定による負担において医療（障

害者自立支援法施行令（平成１８年政令第

１０号。以下「支援法施行令」という。）

第１条第３号に規定する精神通院医療に限

る。）に関する給付を受ける場合であって、

支援法施行令第３５条第１項第３号又は第

４号に該当する者である場合に支給する。 

 

 

 

３ 〔略〕 

４ 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 精神医療給付金の支給額は、第２項に

規定する場合における自己の負担の額に

相当する額とする。ただし、支援法施行

令第３５条第１項第３号又は第４号に規

定する額を限度とする。 

５・６ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第１５条の４ 一般被保険者に係る基礎賦課

額の保険料率は、次のとおりとする。 

 ⑴ 所得割 １００分の６．２８（一般被

保険者に係る基礎賦課総額の１００分の

５７に相当する額を一般被保険者に係る

賦課期日の属する年の前年の所得に係る

基礎控除後の総所得金額等の見込額（政

令第２９条の７第２項第４号ただし書に

規定する場合にあっては、国民健康保険

法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３

号。以下「省令」という。）第３２条の

９に規定する方法により補正された後の

金額）の総額で除して得た数） 

 ⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき

３万円（一般被保険者に係る基礎賦課総
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賦課総額の１００分の４４に相当する額

を当該年度の初日における一般被保険者

の見込数で除して得た額） 

 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等

賦課額の保険料率） 

第１５条の１２ 一般被保険者に係る後期高

齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のと

おりとする。 

 ⑴ 所得割 １００分の２．３４（一般被

保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総

額の１００分の５７に相当する額を一般

被保険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る基礎控除後の総所得金額

等の見込額（政令第２９条の７第３項第

４号ただし書に規定する場合にあって

は、省令第３２条の９の２に規定する方

法により補正された後の金額）の総額で

除して得た数） 

 ⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき

１万８００円（一般被保険者に係る後期

高齢者支援金等賦課総額の１００分の４

３に相当する額を当該年度の初日におけ

る一般被保険者の見込数で除して得た

額） 

 （介護納付金賦課額の保険料率） 

第１６条の４ 介護納付金賦課被保険者に係

る介護納付金賦課額の保険料率は、次のと

おりとする。 

 ⑴ 所得割 １００分の１．７６（介護納

付金賦課総額の１００分の５０に相当す

る額を介護納付金賦課被保険者に係る賦

課期日の属する年の前年の所得に係る基

礎控除後の総所得金額等の見込額（政令

第２９条の７第４項第４号ただし書に規

定する場合にあっては、省令第３２条の

１０に規定する方法により補正された後

の金額）の総額で除して得た数） 

 ⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき

１万５，０００円（介護納付金賦課総額

の１００分の５０に相当する額を当該年

度の初日における介護納付金賦課被保険

者の見込数で除して得た額） 

 （普通徴収に係る保険料の納付額） 

第１８条の２ 〔略〕 

額の１００分の４３に相当する額を当該

年度の初日における一般被保険者の見込

数で除して得た額） 

 〔同左〕 

 

第１５条の１２ 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 所得割 １００分の２．２３（一般被

保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総

額の１００分の５７に相当する額を一般

被保険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る基礎控除後の総所得金額

等の見込額（政令第２９条の７第３項第

４号ただし書に規定する場合にあって

は、省令第３２条の９の２に規定する方

法により補正された後の金額）の総額で

除して得た数） 

 ⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき

１万２００円（一般被保険者に係る後期

高齢者支援金等賦課総額の１００分の４

３に相当する額を当該年度の初日におけ

る一般被保険者の見込数で除して得た

額） 

 〔同左〕 

第１６条の４ 介護納付金賦課被保険者に係

る介護納付金賦課額の保険料率は、次のと

おりとする。 

 ⑴ 所得割 １００分の１．６５（介護納

付金賦課総額の１００分の５０に相当す

る額を介護納付金賦課被保険者に係る賦

課期日の属する年の前年の所得に係る基

礎控除後の総所得金額等の見込額（政令

第２９条の７第４項第４号ただし書に規

定する場合にあっては、省令第３２条の

１０に規定する方法により補正された後

の金額）の総額で除して得た数） 

 ⑵ 被保険者均等割 被保険者１人につき

１万４，１００円（介護納付金賦課総額

の１００分の５０に相当する額を当該年

度の初日における介護納付金賦課被保険

者の見込数で除して得た額） 

〔同左〕 

第１８条の２ 〔略〕 



２ 前項の規定により算出した基礎賦課額及

び後期高齢者支援金等賦課額並びに介護納

付金賦課額のそれぞれの１０分の１の額に

１０円未満の端数があるときは、その端数

金額は、全て最初の納期の納付額に合算す

るものとする。 

 （保険料の減額） 

第１９条の２ 次の各号に該当する納付義務

者に対して課する保険料の額は、第１４条

の４又は第１５条の５の基礎賦課額から、

それぞれ、当該各号のイに定める額を減額

して得た額（当該減額して得た額が５１万

円を超える場合には、５１万円）及び第１

５条の１０又は第１５条の１３の後期高齢

者支援金等賦課額から、それぞれ当該各号

のロに定める額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１４万円を超える場合に

は、１４万円）並びに第１６条の２の介護

納付金賦課額から、それぞれ当該各号のハ

に定める額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１２万円を超える場合には、１

２万円）の合算額とする。 

 ⑴ 世帯主、当該年度の保険料の賦課期日

（賦課期日後に保険料の納付義務が発生

した場合には、その発生した日とする。）

現在においてその世帯に属する被保険者

及び特定同一世帯所属者（法第６条第８

号に該当したことにより被保険者の資格

を喪失した者であって、当該資格を喪失

した日の前日以後継続して同一の世帯に

属する者をいう。以下同じ。）につき算

定した地方税法第３１４条の２第１項に

規定する総所得金額（同法第３１７条の

２第１項第２号に規定する青色専従者給

与額又は同法第３１３条第５項に規定す

る事業専従者控除額については、同条第

３項、第４項又は第５項の規定を適用せ

ず、また、所得税法（昭和４０年法律第

３３号）第５７条第１項、第３項又は第

４項の規定の例によらないものとし、地

方税法第３１４条の２第１項に規定する

山林所得金額及び他の所得と区分して計

算される所得の金額（同法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等に係る

２ 前項の規定により算出した基礎賦課額及

び後期高齢者支援金等賦課額並びに介護納

付金賦課額のそれぞれの１０分の１の額に

１０円未満の端数があるときは、その端数

金額は、すべて最初の納期の納付額に合算

するものとする。 

 〔同左〕 

第１９条の２ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 世帯主、当該年度の保険料の賦課期日

（賦課期日後に保険料の納付義務が発生

した場合には、その発生した日とする。）

現在においてその世帯に属する被保険者

及び特定同一世帯所属者（法第６条第８

号に該当したことにより被保険者の資格

を喪失した者であって、当該資格を喪失

した日の前日の属する月以後５年を経過

する月までの間に限り、同日以後継続し

て同一の世帯に属する者をいう。以下同

じ。）につき算定した地方税法第３１４

条の２第１項に規定する総所得金額（同

法第３１７条の２第１項第２号に規定す

る青色専従者給与額又は同法第３１３条

第５項に規定する事業専従者控除額につ

いては、同条第３項、第４項又は第５項

の規定を適用せず、また、所得税法（昭

和４０年法律第３３号）第５７条第１項、

第３項又は第４項の規定の例によらない

ものとし、地方税法第３１４条の２第１

項に規定する山林所得金額及び他の所得

と区分して計算される所得の金額（同法



配当所得の金額、同法附則第３３条の３

第５項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額、同法附則第３４条第４項に規

定する長期譲渡所得の金額、同法附則第

３５条第５項に規定する短期譲渡所得の

金額、同法附則第３５条の２第６項に規

定する株式等に係る譲渡所得等の金額

（同法附則第３５条の２の６第１１項若

しくは第１５項又は第３５条の３第１１

項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、同法附則第３５条の４第

４項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額（同法附則第３５条の４の２第７

項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１０項に規定する条約適

用利子等の額及び同条第１２項に規定す

る条約適用配当等の額をいう。以下この

条において同じ。）の算定についても同

様とする。以下この条において同じ。）

及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、

地方税法第３１４条の２第２項に規定す

る金額を超えない世帯に係る保険料の納

付義務者 

 

  イ 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 

    被保険者１人につき２万１，４２０

円          

  ロ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被

保険者均等割額 被保険者１人につき

７，５６０円 

  ハ 介護納付金賦課額に係る被保険者均

等割額 被保険者１人につき１万５０

０円 

 ⑵ 前号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第

３１４条の２第２項に規定する金額に、

２４万５，０００円に当該年度の保険料

の賦課期日（賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合には、その発生した

日とする。）現在においてその世帯に属

する被保険者（当該世帯主を除く。）の

附則第３３条の２第５項に規定する上場

株式等に係る配当所得の金額、同法附則

第３３条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額、同法附則第３４

条第４項に規定する長期譲渡所得の金

額、同法附則第３５条第５項に規定する

短期譲渡所得の金額、同法附則第３５条

の２第６項に規定する株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第３５条の２の

６第１１項若しくは第１５項又は第３５

条の３第１１項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）、同法附則第

３５条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額（同法附則第３５条

の４の２第７項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）、租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１０項に規

定する条約適用利子等の額及び同条第１

２項に規定する条約適用配当等の額をい

う。以下この条において同じ。）の算定

についても同様とする。以下この条にお

いて同じ。）及び山林所得金額並びに他

の所得と区分して計算される所得の金額

の合算額が、地方税法第３１４条の２第

２項に規定する金額を超えない世帯に係

る保険料の納付義務者 

  イ 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 

    被保険者１人につき２万１，０００

円          

  ロ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被

保険者均等割額 被保険者１人につき

７，１４０円 

  ハ 介護納付金賦課額に係る被保険者均

等割額 被保険者１人につき９，８７

０円 

 ⑵ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 



数と特定同一世帯所属者（当該世帯主を

除く。）の数との合計数を乗じて得た額

を加算した金額を超えない世帯に係る保

険料の納付義務者であって前号に該当す

る者以外のもの 

  イ 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 

    被保険者１人につき１万５，３００

円 

  ロ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被

保険者均等割額 被保険者１人につき

５，４００円 

  ハ 介護納付金賦課額に係る被保険者均

等割額 被保険者１人につき７，５０

０円 

 ⑶ 第１号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が、地方税法

第３１４条の２第２項に規定する金額

に、３５万円に当該年度の保険料の賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付義務が

発生した場合には、その発生した日とす

る。）現在においてその世帯に属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者の数と

の合計数を乗じて得た額を加算した金額

を超えない世帯に係る保険料の納付義務

者であって、前２号に該当する者以外の

もの 

  イ 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 

    被保険者１人につき６，１２０円 

  ロ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被

保険者均等割額 被保険者１人につき

２，１６０円 

  ハ 介護納付金賦課額に係る被保険者均

等割額 被保険者１人につき３，００

０円 

 （保険料の減免） 

第２４条 区長は、次の各号のいずれかに該

当する者のうち必要があると認められるも

のに対し、保険料を減免することができる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 次のいずれにも該当する者（資格取得

日の属する月以後２年を経過する月まで

の間に限る。第３項において「旧被扶養

者」という。）の属する世帯の納付義務

 

 

 

 

 

  イ 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 

    被保険者１人につき１万５，０００

円 

  ロ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被

保険者均等割額 被保険者１人につき

５，１００円 

  ハ 介護納付金賦課額に係る被保険者均

等割額 被保険者１人につき７，０５

０円 

 ⑶ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 

    被保険者１人につき６，０００円 

  ロ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被

保険者均等割額 被保険者１人につき

２，０４０円 

  ハ 介護納付金賦課額に係る被保険者均

等割額 被保険者１人につき２，８２

０円 

 （保険料の減免） 

第２４条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 〔同左〕 

 

 

 



者 

  イ 〔略〕 

  ロ 被保険者の資格を取得した日の前日

において、次のいずれかに該当する者

（当該資格を取得した日において、高

齢者医療確保法の規定による被保険者

となった者に限る。）の被扶養者であ

った者 

   (イ)～(ニ) 〔略〕 

   (ホ) 健康保険法第１２６条の規定によ

り日雇特例被保険者手帳の交付を受

け、その手帳に健康保険印紙を貼り

付けるべき余白がなくなるに至るま

での間にある者。ただし、同法第３

条第２項ただし書の規定による承認

を受けて同項の規定による日雇特例

被保険者とならない期間内にある者

及び同法第１２６条第３項の規定に

より当該日雇特例被保険者手帳を返

納した者を除く。 

２～４ 〔略〕 

   付 則 

 （平成２２年度から平成２６年度までの各

年度における一般被保険者に係る基礎賦課

総額の特例） 

第４条 平成２２年度から平成２６年度まで

の各年度における第１４条の３の規定の適

用については、同条第１号中「保健事業に

要する費用の額」とあるのは「保健事業に

要する費用の額、法附則第２６条第１項第

１号に掲げる交付金を交付する事業に係る

同条第２項の規定による拠出金に相当する

額及び同条第１項第２号に掲げる交付金を

交付する事業に係る同条第２項の規定によ

る拠出金の２分の１に相当する額」と、同

条第２号中「その他」とあるのは「、法附

則第２６条第１項の規定による交付金その

他」とする。 

 （平成２５年度及び平成２６年度における

保険料の所得割額の算定の特例） 

第７条 平成２５年度及び平成２６年度にお

ける第１５条第１項、第１５条の６、第１

５条の１１、第１５条の１４及び第１６条

の３に規定する基礎控除後の総所得金額等

 

  イ 〔略〕 

  ロ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

   (イ)～(ニ) 〔略〕 

   (ホ) 健康保険法第１２６条の規定によ

り日雇特例被保険者手帳の交付を受

け、その手帳に健康保険印紙をはり

付けるべき余白がなくなるに至るま

での間にある者。ただし、同法第３

条第２項ただし書の規定による承認

を受けて同項の規定による日雇特例

被保険者とならない期間内にある者

及び同法第１２６条第３項の規定に

より当該日雇特例被保険者手帳を返

納した者を除く。 

２～４ 〔略〕 

   付 則 

 （平成２２年度から平成２５年度までの各

年度における一般被保険者に係る基礎賦課

総額の特例） 

第４条 平成２２年度から平成２５年度まで

の各年度における第１４条の３の規定の適

用については、同条第１号中「保健事業に

要する費用の額」とあるのは「保健事業に

要する費用の額、法附則第２６条第１項第

１号に掲げる交付金を交付する事業に係る

同条第２項の規定による拠出金に相当する

額及び同条第１項第２号に掲げる交付金を

交付する事業に係る同条第２項の規定によ

る拠出金の２分の１に相当する額」と、同

条第２号中「その他」とあるのは「、法附

則第２６条第１項の規定による交付金その

他」とする。 

 

 

〔新設〕 

 

 

 



の算出においては、当該年度分の地方税法

の規定による都民税及び特別区民税（同法

の規定による道府県民税及び市町村民税を

含むものとし、同法第５０条の２及び同法

第３２８条の規定によって課する所得割の

額並びに同法第２４条第１項の規定によっ

て課する利子割額、配当割額及び株式等譲

渡所得割額を除く。以下この条において同

じ。）が課されない者（条例の定めるとこ

ろにより当該都民税及び特別区民税が課さ

れない者を含む。）については、賦課期日

の属する年の前年の所得に係る基礎控除後

の総所得金額等から次の各号に掲げる区分

に従い、当該各号に掲げる金額を控除する

ものとする。 

 ⑴ 平成２５年度 平成２４年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等の１００分

の５０に相当する金額 

 ⑵ 平成２６年度 平成２５年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等の１００分

の２５に相当する金額 

２ 世帯主又は当該世帯に属する被保険者が

特例対象被保険者等であって、当該者の賦

課期日の属する年の前年の所得に係る基礎

控除後の総所得金額等に所得税法第２８条

第１項に規定する給与所得が含まれている

ときは、当該給与所得については、同条第

２項の規定によって計算した金額の１００

分の３０に相当する金額を当該者の給与所

得として前項の規定を適用する。 

         
 

 

 

 

         
 

  

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、付則第４条の改正規定

は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の墨田区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第

１２条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行われる

医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する



給付を受ける場合については、なお従前の例による。 

３ 新条例第１５条の４、第１５条の１２、第１６条の４、第１９条の２及び付則第

７条の規定は、平成２５年度分の保険料から適用し、平成２４年度分までの保険料

については、なお従前の例による。 


